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故原出規程(昭 27 ・ 7 ・ 1 運輸省告示第 199 号) ・ 軌道運転事故周

出規程 (UIl 27 ・ 7 ・ 1 運輸省建設省告示第 1 号) ・専用鉄道運転事

故届出規程 (BIl 27 ・ 7 ・ 1 運輸省告示第 200 号)および索道運転事

故届出規程 (B百 27 ・ 7 ・ 1 運輸省告示第 201 号)による事業者の原

出によって事故防止対策の資料としている。

1 事故の僚別

運転IJf放は，事故の結果によって事故の極別が定められてい

る。 2 以上の極別にあたる事故が同時に発生した場合は，その

列記順序にしたがし、先位の事故極別によ って処思される。また

事故の極別は国鉄 ・ 私鉄によってつをのとおり若干の相違があ

る。その相違を生じたおもな原因は砿欽においては， 索道のよ

うな特殊なものがあることと，道路上に敷設された線路がある

こと，および統計盤底!等の必要上電気関係の事故を制11分したこ

と tこよる。

国鉄

(1) 列車衝突 同一線路上において運転中の列車が相互衝突

したとき， または運転中の列車が停止中の列車 ・ 車両と衝突し

た場合をいう。

(2) 列車接触 異なる線路を運転中の列車が相互に接触した

とき ， または運転中の列車と停止中の列車または車両とが媛触

した場合をいう。開放した車扉または制IJ板 ・ 荷 く ずれのため突

出した貨物に接触した場合はこれに含まない。

(3) 列車脱線 運転中の列車または停止中の列車が脱総した

場合をいう。事故のため車輸が浮き上った場合，または運転中

脱線した車輸が自然に復線した場合を含む。

(4) .トロ リー衝悠 ト ロ リ ー(トロ・ハンドカー ・ モーター

カーおよび軌道自転車)と運転中の列車が衝突または接触した

場合をいう。停止中の列車にトロ リ ーが衝突または接触した場

合および列車が取りはずしてあるトロリーと接触した場合は合

まない。

(5) 車両脱線車両が事故のため軌条からはずれた場合また

は浮き上った場合をいう。運転中脱線した車両が自然復線した

場合を含む。

(6) 車両逸走 列車または車両が停車場外に逸走した場合，

留置した車両が{lIリ線から本線路に， または停車場開の途中に遺

留した車両が停車場内または閉塞(へいそく)区間外にわたって

逸走した場合をいい， 制IJ線内での逸走は含まない。

(7) 閉塞違反 所定の閉塞手続が完了しないのに，その閉塞

区間に列車が運転した場合をし、いつぎの場合も含む。

ア 通EEを lí~惜しないか， または呉区域の通緊で運転したと

き イ 爾時法施行の際所定の時分より早 く 出発したとき ウ

自動閉塞区間を運転する列車が打合わせを行わないで退行した

とき エ 列車に対する閉塞に承認を与えたのち，その列車に

対する場内信号磁の外方にわたって車両の入換をしたとき オ

徐行許容信号畿の設けのない閉塞信号般の停止信号に対して，

停止せず進入したとき。

(8) 信号違反 列車が停止信号を官進(後述)した場合，また

は信号を誤認して異線に進入した場合，あるいは列車または車

両が進路支障中にかかわらず進行を指示する信号を現示した鴻

合をいい，通過列車に対して通栗受授の手配が完了 していない

のに進行を指示する信号を現示した場合を含む。

(9) 異線進入 信号の機能故障による錯誤現示のため列車が

信号の指示する線路と異なった線路に進入した場合をいう。

(10) 列車分離 列車が運転中または出発 ・ 停止の際， 衝撃そ

の他の原因により車両間が分離した場合， および列車が後部車

両を遺留 して停車場を出発した場合をいう。

(11) 列車妨書 列車に対して投石し，発砲し，線路に陣容一物

を置いたり.:ìlli伝に関係する設備をき損，もしくはその綴能を

妨害した場合をしづ。信号用のポ γ ド豊百 ・ 閉塞用の通信線 ・ き

電線等を物取した場合または車掌弁をらん用するなど， 故意に

列車を停止または出発させた場合を含む。

(11) 踏切陣容 列車または入換中の車両が踏切道で自動車 ・

オー ト 3 輪車 ・ オートパイ ・ 1，，1 転車 ・ リ ヤカ ー・ そり等の諸事

および牛馬類と術E躍した場合をいう。

(13) 列車火災 列車が後関車または暖房事の散火 ・車内取付

のストープ ・ 送電故障 ・ 車両故障 ・ 漏電等によって火災とな っ

た場合をいう。

(叫) 沿線火災 後関車 ・ 暖房事等の散火によって鉄道沿線に

火災を生じた場合，または車両が火災となった場合をしづ。鉄

道沿線の一般火災のため列車が運転休止， 折返し運転または遅

延した場合を含む。

(15) 線路故障風水害 ・ なだれ ・ 吹きだまり・積雪 ' 1iI!上 ・

地震または軌条き損等によって列車の運転に最長響のあ った場合

をいう。

(16) 送電故障 発電l玄 ・ 変電区または購入電源等の故障によ

って，列車主I!!伝用の電力を所定通り送電できない場合，または

き電線・屯車線 ・ 第三軌条が故障となった場合をいう。

( 17) 閉塞装置故障 閉塞器の故障または連動閉塞式のI洞察て

この故障等，閉塞装置の機能に故障を生じた場合をいい i温泉

閉塞式の通以の欠乏 した場合を含む。

(同) 信号装置故障 信号装置の軽量能の故障による停電 ・ 鈴誤

現示あるいは信号灯の断しんによる消灯等をいう。

(旧) 車両故障 蒸気磁関車・電気機関車 ・ 電車 ・ 気動車が故

障のため運転不能となった場合， 客JI1 ・ j;'{l1Iが故障のため列車

から解放した場合，または車両が故障のため旅客列車が 10 分以

上，貨物列車が 30 分以上遅延した場合をいう。

(加) 車両破損 車両入換または積荷等によって車両に破捌を

生じさせた場合をいう。

(21) 死 傷 列車または車両の巡転に関係して旅客・公衆 ・

駿員 ・ 準職員・作業員等が死傷した場合で，他の事故に鼠さな

い場合をし、う。 "11扉にはさまれたもの， 列車からの投棄物によ

って死傷した場合は含まない。

(22) 列車遅延 他の事故に隠さない場合で旅客・混合列車が

10 分以上，貨物列車が 30 分以上遅延した場合をいい， 列車の

組成 ・ 客荷扱および他の列車事故の彪轡による場合は含まない。

(幻)その他以上各号以外の事故をいい， つぎの 13 に分

類されている。

ア列車支障イ通察誤扱ウ風寄運転休止 エ 信号

軽量外停車オ 停車駅通過 ヵ 停止位置行過キ松轍総破

損'7 IFi止破損ケ車両障害コ隠道内窒息サ衆務

中疾病 シ トロ リ ー逸走 ス 雑

私 鉄(内容が国鉄と同じものは。印を付 した)

地方鉄道 ・ 軌道および専用鉄道においては，その施設 ・ 車両

および迷転取扱からみて， 事故種類は， 大部分が共通のもので

あるので，地方鉄道主E転事故届出規程に定めたものを軌道およ

び専用鉄道に準則している。

地方鉄道

(1) 列車衝突。 (2) 列車接触IQ) (3) 列車脱線。 (4) ト

ロリー衝態。 (5) 車両脱線IQ) (6) 車両逃走。 (7) 列車分

離。 (8) 閉塞違反。 (9) 信号違反。 (10) 異線進入。(1 ;)

列車妨害。

(12) 踏切障害踏切道において列車または車両が人または車
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